
滑川市居住誘導区域住宅取得支援事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則（昭和38年滑川市規則第10号。以下「

規則」という。）第21条の規定に基づき、滑川市居住誘導区域住宅取得支援事業補

助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 居住誘導区域 都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第81条第２項第２

号の規定により本市が作成した立地適正化計画に定める居住を誘導すべき区域を

いう。 

(2) 新築住宅 新たに建築する住宅をいう。 

(3) 建売住宅 建築後未入居の住宅であって、売買契約により取得するものをいう。 

(4) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅であって、売買契約によ

り取得するものをいう。 

(5) 断熱等性能等級５以上 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律

第81号）に基づく断熱等性能等級５以上の性能をいう。 

(6) 住宅取得額 住宅の新築又は購入に要する費用（土地の取得及び敷地造成工事

に係る費用を含まない。）をいう。 

（補助金の交付） 

第３条 市長は、居住誘導区域内での居住を促進し、人口の定着及び地域の持続可能

な発展に資する良好な住宅ストックの形成を図ることを目的として、居住誘導区域

内において取得する住宅に係る住宅取得額に対し、予算の範囲内において補助金を

交付するものとする。 

（補助対象住宅） 

第４条 補助金の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、次の各号の

全てに該当するものとする。 

(1) 居住誘導区域内に所在する住宅であること。 

(2) 建築基準法（昭和25年法律第201号）その他関係法令に適合している住宅であ



ること。 

(3) 公共工事等に伴う移転補償により取得した住宅ではないこと。 

２ 前項に定めるもののほか、新築住宅及び建売住宅については、断熱等性能等級５

以上の住宅であること。 

３ 第１項に定めるもののほか、中古住宅については、次の各号のいずれかに該当す

る住宅であること。  

(1) 昭和56年６月１日以後に建築されたもの 

(2) 昭和56年５月31日以前に建築されたものであって、耐震補強工事（建築物の耐

震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示

第184号）別添の方法（国土交通大臣がこれと同等と認める方法を含む。）によ

る耐震診断の結果、耐震評点が1.0以上(非木造住宅にあっては、0.6以上)となる

ものに限る。）を実施したもの 

（補助対象者） 

第５条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。 

(1) 令和８年４月１日以降に補助対象住宅を取得する者 

(2) 補助対象住宅を取得後、自ら居住する者 

(3) 補助対象住宅の所有権の登記名義人となる者 

(4) 市税等を滞納していない者 

(5) 補助対象住宅の住宅取得額に対し、他に市の補助金の交付を受けていない者 

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）

の適用を受ける営業又は公序良俗に反する営業を行う者でない者 

(7) 滑川市暴力団排除条例（平成24年滑川市条例第１号）に規定する暴力団又は暴

力団員等若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でない者 

２ 補助対象住宅の所有権の登記名義人が共有名義となる場合は、共有名義人に係る

共有者のうち１人を補助対象者とする。 

３ 同一の個人に対して行う補助は、１回を限度とする。 

（補助対象経費、補助率及び補助限度額） 

第６条 補助金の交付の対象経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補

助限度額は、別表第１のとおりとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数



が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、補助限度額を超える場合

にあっては、当該限度額を用いて算定するものとする。 

３ 消費税法（昭和63年法律第108号）及び地方税法（昭和25年法律第226号）に定め

る消費税及び地方税に相当する額は、補助対象経費から除外する。 

（事前申込） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、滑川市居住誘導区域住宅取得支援事業

補助金事前申込書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の事前申込は、新築住宅の場合は着工前、建売住宅及び中古住宅の場合は建

物に係る所有権移転登記の前に行われなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による事前申込書の提出の日から１年以内に、次条第１項

に規定する補助金交付申請書の提出又は相談がなかったときは、事前申込の取り下

げがあったものとみなす。 

（補助金の交付申請） 

第８条 規則第３条の規定による交付申請書及び添付書類の様式等は、別表第２のと

おりとする。 

２ 前項の書類は、建物に係る所有権保存登記（建売住宅又は中古住宅の場合は、所

有権移転登記。以下この項において同じ。）の日から起算して３月を経過した日又

は所有権保存登記の日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなけれ

ばならない。 

 （補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条第２項の規定による申請書の提出があったときは、その内容の

審査及び必要な調査を行い、適当であると認めたときは、補助金の交付決定及び額

の確定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付決定及び額の確定後、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（補助金の交付の取消） 

第10条 市長は、規則第５条に規定するもののほか、補助金の交付を受けた者が、交

付決定を受けた日から起算して５年以内に住所地又は生活の本拠を変更したときは

、補助金の交付を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない事情がある

と認めるときは、この限りでない。 



 （補助金の返還） 

第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金

を交付しているときは、その補助金の一部又は全部について、期限を定めて返還を

命ずることができる。 

（細則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

附 則 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この告示は、令和11年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第７

条第１項の規定による申込みをした者に関しては、なお従前の例による。 

 

別表第１（第６条関係） 

補助対象者 補助対象経費 補助率 補助限度額 

区域外居住者 
住宅取得額 

ただし、国又は県が実施する住宅取得

額に対する補助金の交付を受けてい

る場合は、その補助金の交付額を差し

引いた額。 

５分の１ 

50万円 

区域内居住者 20万円 

※区域外居住者とは、第７条に規定する事前申込を行った日において居住誘導区域内 

に住所を有していない者をいい、区域内居住者とは、同日において居住誘導区域内 

に住所を有している者をいう。 

 

別表第２（第８条関係） 

書類の名称 注意 

交付申請書兼実績報告

書 
・様式第２号による。 

契約書の写し ・工事請負契約書又は売買契約書の写し。 

登記全部事項証明書 
・所有権保存登記又は所有権移転登記（本補助事業の対象

登記）がなされているもの 

検査済証の写し又は帳

記載証明書（原本）等 

・建築基準法等の規定に適合し、完了検査を受けたことが

わかるもの 

求積図表、平面図、立

面図 

・検査済証の写し又は帳記載証明書（原本）等がない場

合のみ必要。 



付近見取図 ・住宅地図等に住宅の位置を明示すること。 

配置図 
・方位、縮尺、寸法、敷地境界、敷地に接する道路の位置

及び幅員がわかるもの 

世帯全員の住民票 ・補助対象住宅に転居後のもの 

戸籍の附票 
・住民票だけでは居住要件が確認できない場合のみ必

要。 

市税等の納税証明書 

・補助対象者のもの 

・交付申請日の属する年の１月１日現在において住民票を

有していた市区村町の納税証明書を提出すること。 

・非課税の場合は非課税証明書で代替えできるものとす

る。 

断熱等性能等級証明書 

・新築住宅及び建売住宅の場合に必要。 

・断熱等性能等級５以上であることが確認できる第三者機

関による証明書等。 

例）ＢＥＬＳ等の評価書、長期優良住宅建築等計画認定

通知書、設計住宅性能評価書等の写し 

耐震性能が確認できる

書類 

・中古住宅かつ昭和56年５月31日以前に建築されたものの

場合のみ必要。 

・構造計算書等で、耐震評点が1.0以上(非木造住宅にあっ

ては、0.6以上)であることが確認できるもの 

交付決定通知 
・国又は県が実施する住宅取得額に対する補助金の交付を

受けている場合、その交付決定額がわかるもの 

その他、必要に応じて

市長が指定する書類 
 

 


